
解 説 

  輸入実績の承継について 

 
本来輸入割当ては、その貨物を輸入する意思と能力があり、かつ当該輸入を行うのに最も

適当であると認められる者に対して行われるものであります。現在、輸入割当対象物資の割当

てを行う場合、多くのものについては、過去の実績を尊重しています。これは、前述の輸入割

当ての趣旨にかんがみ、より適当な輸入業者に割当てるための一つの手段なのであり、過去に

当該貨物を輸入し、実際に取扱ったという経験を輸入割当ての場合の一つの大きな判断基準

としているわけであります。 

しかし、過去の実績があればかならず割当てられるというものではなく、輸入割当てに際して

は、できるだけ各輸入業者に関する他の要因についても調査検討を行っています。 

また、この実績の承継ということについては、過去に当該貨物を輸入し、実際に取扱ったと

いう輸入業者の経験が過去の実績として尊重される訳ですから、実績だけを単独に承継すると

いうようなことは認めていません。また、同様の考え方に基づき、輸入貿易管理令第９条第１項

ただし書の規定の定めるところにより、過去に実績を有し輸入割当証明書(ＩＱ)を取得した輸入

業者から委託を受けて別の輸入業者が輸入しても、その輸入は、元の輸入業者の過去の実績

を理由として発給された当該ＩＱを用いて取得した輸入承認証(ＩＬ)に基づくものですから、その

後の割当時に委託を受けて輸入した者の実績と認めることはしません。 

この場合において、元の輸入業者は、他の輸入業者に委託した部分については自ら輸入

する能力に欠けていたと考えられるため、その後の割当の際には当該委託に係る輸入分は、

原則として、元の輸入業者の実績とは、認められません。 

ただし、輸入注意事項１２第２０号(Ｈ１２.３.３１)「委託輸入の確認申請手続について」の３の

(４)又は(６)に該当する場合には、自ら輸入する能力を有するにもかかわらず自己名義で輸入

することができない真にやむをえない理由があるものとして輸入実績と認めることとします。 

なお、相続の場合、合併の場合、商号変更の場合にはそれぞれの事実が明らかであれば

輸入割当ての際、被相続会社、被合併会社、商号を変更する前の会社の実績をそれぞれの

事業を引継いだ会社の実績に加えて考えるという方法をとっています。 

営業譲渡の場合には、当該品目の営業権のみが譲渡される場合及びそれとは異なる譲渡

であって、輸入の能力に支障がある場合を除き、原則として承継を認めることとしますが、その

確認は輸入注意事項１４第２０号(Ｈ１４.４.１０)「実績配分主義により輸入業者に対して割当てを

行う品目に係る実績の承継及び営業譲渡の確認について」に基いて行うものとします。 


